
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔まとめ〕 

○取組主管課・相談窓口の設定・相談体制・体系の整理 

     既存の窓口を活用 ・・・ 相談体制等を整理 

       障害児者相談（障害福祉課）  人権関連相談（人権政策課） ・・・・ 

     取組主体 ： 彦根市役所全体 

     取組主管課（調整・取りまとめ） ： 障害福祉課 
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